
 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

米国勤労所得税額控除（EITC）のご紹介 

 

勤労所得税額控除は EITC または EIC とも呼ばれ、低所得の就労者に提供される福祉です。資格に

該当するために、未納の税額がなく、または納税の必要がないとしても特定の要求を満たし且つ確定

申告書を提出しなければなりません。EITC を通じて納付すべき税額を減らすことができ、かつ還付金

をもらう可能性があります。 

 

EITC 資格に該当しかつ申告する者は、納税年度の収入、確定申告の状況及び適格子供・扶養者の

人数に基づき、税額を減免し、かつ/あるいは税還付を申請することができます。子供・扶養者がいな

いとしても EITC を受ける資格に該当するかもしれません。 

 

EITC 資格に該当するために、あなたは納税年度においてある人・会社によって雇用され、あるいは

企業・農場を経営・保有することで 1 ドル以上の収入を得て、かつ基本条件を満たさなければなりま

せん。あなた、あなたの配偶者及びあなたの確定申告書に記載されている適格子女は、あなたの確

定申告書の提出期限（延期を含む）までに発行された、就業に使う社会保障番号を保有しなければ

なりません。既婚納税者は夫婦共同で申請を提出しない限り当該福祉を享受できません。あなたの

所得及び調整後総所得（AGI）は下表の金額を超えてはいけません。 

 

納税者身分 申告の適格子供の人数 

0 1 人 2 人 3 人以上 

独身、未亡人、世

帯主 
$15,570 $41,094 $46,703 $50,162 

夫婦合算申告 $21,370 $46,884 $52,493 $55,952 

 

EITC を申告するために、連邦納税申告書を提出しなければなりません。未納の税額がなく、または

納税の必要がないとしても還付金をもらうために、確定申告しかつ EITCを申告する必要があります。

以前の課税年度には EITC 資格に該当する場合、現在はまだ 2016、2017 及び 2018 年の確定申告

書を提出することで EITC の還付金を受け取ることができます。ただし、確定申告書を提出することが

前提です。 

 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com,  

固定電話： +852 2341 1444   

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa. com 
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